
令和２年５月１５日 

保護者の皆様へ 

 橿原市健康部 こども未来課 

 

新型コロナウイルス感染症防止に伴う臨時休園の解除について 

 

平素は、教育・保育行政にご協力いただきましてありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和２年５月３１日まで臨時休園と

し、家庭保育にご協力を頂いております。保護者の皆様におかれましては、誠にありがとうござ

います。 

この度国による緊急事態宣言の解除、また奈良県による休業措置の緩和を受け、本市といたし

ましては、５月３１日まで臨時休園は継続し、６月１日から通常保育を再開いたします。再開ま

でに、勤務先の休業が解除となり、保育が必要となるお子様については受け入れをいたしますの

で、各園に別紙１「保育利用申請書」をご提出ください。 

園では感染予防のため、換気、手洗いアルコール消毒等の対策を行い、開所いたしますが、ご

家庭でも下記事項を参考にお子様の健康状態に十分ご注意いただき、感染拡大の防止に努めてい

ただきますようお願いいたします。下記の様な症状がある場合は保育所には通所せず、別紙２「新

型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を参照して、相談していただきますよう

ご協力をお願いいたします。通所してからの下記の様な症状に関しましては、保護者に連絡をさ

せていただきますので、できるだけ早いお迎えをお願いいたします。 

なお、再開後、再び感染拡大等の状況が見られましたときは、再度臨時休園等の措置を行うこ

ともございますので、ご了承ください。 

 

記 

 

１．令和２年６月１日（月）～  通常保育再開 

 

２．登所（園）前の健康観察について 

登所（園）前には検温などの健康観察を行ってください。次の症状が認められる場合は、

登所（園）を控え、自宅療養を行ってください。必要に応じて、別紙２「新型コロナウイ

ルス感染症についての相談・受診の目安」を参照してください。 

 

★体温が３７．５度以上や呼吸器症状（のどの痛み・咳・喘鳴・息苦しさ等）や機嫌が悪い

などの場合 

★解熱後２４時間経過していない場合 

 

 ３．保育所再開に向け、ご留意いただきたいこと 

   別紙３「保育所再開後の保育体制について」を参照してください。 

 

４．保育所児童が感染した場合 

当該児童が通所する保育所を２週間休園します。 

裏面に続く 



 

５．保育所児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合 

保育所児童の登園を控えていただきますようお願いします。この場合においては最後に濃

厚接触した日から起算して２週間とします。 

 

６．新型コロナウイルス感染症についての相談や受診の流れ 

  別紙２「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を参照してください。 

 

７．保育料及び給食費の減免について 

  保育料等の減免制度が実施されるのは、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる期間

のみです。６月１日からは通常保育となるため、欠席されても減免の対象にはなりません。 

 

 ８．育児休業中のご家庭、職場からの要請による自宅待機中のご家庭について 

   ６月１日から通常保育となるため、６月中に復職ください。ただし、勤務先が休業要請に

従い休業中のため期間内に復職が困難な方は、個別にこども未来課にご相談ください。 

   なお、復職の際は復職証明書をご提出ください。 

   求職活動中の方につきましては、個別にこども未来課にご相談ください。 



別紙１ 

令和 年 月 日 

保育利用申請書 

 

施 設 長 様 

住所                

保護者名                

緊急連絡先                

 

業務継続が必要な業務等に従事しており保育を必要とするため、下記のとおり申請します。 

 

記 

施設の名称  

年齢・クラス    

園児名    

勤務状況 

（保護者が複数名いる

場合はそれぞれについ

てご記入ください） 

保護者 保護者 

□医療従事者 

□警察、消防等に勤務している 

□介護施設等に勤務 

□社会機能を維持するために必要

な業務に従事 

□その他 

（理由           ） 

□医療従事者 

□警察、消防等に勤務している 

□介護施設等に勤務 

□社会機能を維持するために必要

な業務に従事 

□その他 

（理由           ） 

勤務先   

保育が必要な時間 （  ：  ）から（   ：  ） 

 

 

【5 月 利用予定日】※利用が必要な日に〇をつけてください。 

月 火 水 木 金 土 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

 

 

【ご利用にあたってのお願い】 

・仕事の都合がついたときは、家庭での保育をお願いします。 

・毎朝、検温していただき、発熱や風邪症状がある時は登園を控えて必ず園に連絡してください 

・園で発熱などの症状が見られた場合は、連絡させていただきますので、速やかにお迎えをお願

いします。 





新型コロナウイルス感染症が収束していない中、通常保育再開にあたり、感染予防対策を

講じながらの保育が必要となります。しかし、保育所の特性上、保育者、こども同士「密

を避ける」事が難しいのが現状です。ご理解、ご協力の上、登園をおねがいします。 

以下の点に注意しながら保育を行っていきますので、ご協力をよろしくお願いします。 

 

別紙３ 

＜保育所再開後の保育体制について＞ 

 

 

 

 

 

【登園時】 

・健康観察表を配布しますので、必ず記入の上登園をお願いします。登園前に発熱・咳・機

嫌が悪い等の症状が認められる場合は、自宅療養をお願いします。 

・３歳児以上のお子さんは基本的にはマスクを着用して登園してください。 

・保育中に発熱・咳・機嫌が悪い等の症状が認められましたら、連絡をしますので速やかに

お迎えをお願いします。 

・保育室、入室前には必ず手指消毒をお願いします。 

 

【保育について】 

・異年齢児の交流をできるだけ避けて、外遊びを行います。 

・今後の行事についても「密を避ける」事を前提に見直しを行っていきます。 

・午睡時も布団の間隔をあけ「密を避ける」ことを行います。 

・自由遊びを含め様々な保育の場面で、「密を避ける」ことができない場合がありますので、

ご理解していただき登園をお願いします。 

 

【給食】 

・基本的には、「密を避ける」事は困難ですが、年齢・発達に応じて食を楽しめる工夫をし

ながら、感染予防対策を講じていきます。 

 

【延長保育】 

・「密を避ける」ために、可能な限り異年齢児保育を避ける方法で保育を行っていきますが、

日中の保育と同様に行うことが難しい状況ですので、できる限り延長保育利用の制限に

ご協力をお願いします。 

 

【土曜日保育】 

・「密を避ける」を基本としていますが、土曜日保育は、異年齢児保育を避けることが難し

くなってきます。土曜日保育については、できる限りの家庭保育のご協力をお願いします。 

 

【衛生管理】 

・保育室、おもちゃ、机、椅子等、毎日の消毒を徹底しています。 


